
新成長戦略（基本方針）（抄） 
（平成 21 年 12 月 30 日 閣議決定） 

２．６つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

（４）観光立国・地域活性化戦略  

～地域資源の活用による地方都市の再生、成長の牽引役としての大都市

の再生～ 

【2020 年までの目標】  

『地域資源を最大限活用し地域力を向上』 

『大都市圏の空港、港湾、道路等のインフラの戦略的重点投資』 

【主な施策】 

● 定住自立圏構想の推進、過疎地域の自立・活性化支援 

● 特区制度を活用した都市再生・地域再生 

● 大都市圏のインフラの整備における PFI、PPP 等の活用 

 

（大都市の再生） 

大都市は、これまでは国の成長の牽引役としての役割を果たしてきた

が、ソウル、シンガポール、上海、天津等の他のアジア都市は国を挙げ

て競争力向上のための取組を推進しており、国としての国際的、広域的

視点を踏まえた都市戦略がなければ、少子高齢化もあいまって東京でさ

え活力が失われ、国の成長の足を引っ張ることになりかねない。 

このため、成長の足がかりとなる、投資効果の高い大都市圏の空港、

港湾、道路等の真に必要なインフラの重点投資と魅力向上のための拠点

整備を戦略的に進め、世界、アジアのヒト・モノの交流の拠点を目指す

必要がある。この整備に当たっては、厳しい財政事情の中で、特区制度、

PFI、PPP 等の積極的な活用により、民間の知恵と資金を積極的に活用す

る。 

 

参考資料５ 



（社会資本ストックの戦略的維持管理等） 

我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備され、現在、50 年以上

経過した橋梁は８％、トンネルは18％であるが、20年後には橋梁は51％、

トンネルは 47％に急増すると言われており、農業用水利施設は 500 箇所

前後の施設が毎年更新時期を迎えることになり、今後は、国・地方の財

政状況の逼迫等により、社会資本ストックが更新できなくなるおそれが

ある。このように高度経済成長期に集中投資した社会資本ストックが今

後急速に老朽化することを踏まえ、維持修繕、更新投資等の戦略的な維

持管理を進め、国民の安全・安心の確保の観点からリスク管理を徹底す

ることが必要である。さらに、社会資本ストックについては、厳しい財

政事情の中で、維持管理のみならず新設も効果的・効率的に進めるため、

PFI、PPP の積極的な活用を図る。 
 
 
３．豊かな国民生活の実現を目指した経済運営と今後の進め方 

 

（２）新たな成長戦略の取りまとめに向けた今後の進め方  

 
本「基本方針」に沿って、来年初めから有識者の意見も踏まえる形で

以下のような「肉付け」を行い、その結果も踏まえて、「成長戦略策定会

議」において、2010 年６月を目途に「新成長戦略」を取りまとめること

とする。 

 
（目標・施策の具体化・追加） 

２．に掲げた各戦略分野について、「国民の声」も踏まえつつ、①需要

創造効果、②雇用創造効果、③知恵の活用（財政資源の有効活用）等の

視点から、目標設定、施策の更なる具体化や追加などについて検証を行

うとともに、新たに明らかになった課題について、その解決に向けた方

策を徹底的に検討する。 

 



（「成長戦略実行計画（工程表）」の策定と政策実現の確保） 

政策は「実現」してこそ意味がある。 

本「基本方針」に盛り込まれた目標・施策に加えて、上述の「目標・

施策の具体化・追加」を行った上で、「新成長戦略」の取りまとめ時に、

国家戦略室において「成長戦略実行計画（工程表）」を策定する。その際、

2010 年内に実行に移すべき「早期実施事項」、今後４年間程度で実施すべ

き事項とその成果目標（アウトカム）、2020 年までに実現すべき成果目標

（アウトカム）を時系列で明示する。 

加えて、「成長戦略実行計画（工程表）」を計画倒れに終わらせずに確

実に実現するため、「政策達成目標明示制度」（「予算編成等の在り方の改

革について」（平成 21 年 10 月 23 日閣議決定））に基づく、各政策の達成

状況の評価・検証を活用する。 

 


